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津市久居アルスプラザの設置及び管理に関する条例をここに公布する。 

  平成３０年９月２７日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第３５号  

津市久居アルスプラザの設置及び管理に関する条例 

（趣旨) 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４４条の２第１項の規定に基づき、久居アルスプラザ（以下「プ

ラザ」という。）の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 本市における文化芸術の振興を図り、もって地域の再生及び活性化に

資するため、プラザを設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。 

  名称 津市久居アルスプラザ 

  位置 津市久居東鷹跡町２４６番地 

（施設） 

第４条 プラザに次に掲げる施設を設置する。 

   ときの風ホール 

  アートスペース 

  展示施設、会議施設その他の活動施設 

（指定管理者による管理） 

第５条 プラザの管理は、法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以

下「指定管理者」という。）にこれを行わせるものとする。 

（指定管理者が行う業務） 

第６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

   文化芸術事業の企画及び実施に関する業務 
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  プラザの使用の許可に関する業務 

  プラザの施設、設備器具等の維持管理に関する業務 

  その他市長が必要と認める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第７条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の

定めるところに従いプラザの管理を行わなければならない。 

（指定管理者の指定の申請） 

第８条 指定管理者の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請 

しなければならない。 

  プラザの管理に係る事業計画書 

  プラザの管理に係る収支計画書 

  申請者の経営状況を説明する書類 

  その他市長が必要と認める書類 

（指定管理者の指定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によ

って当該申請の内容を総合的に審査した上、指定管理者の候補者を選定し、

議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。 

  プラザの運営に関し、住民の平等利用を確保することができる者である

こと。 

  プラザの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮

減を図ることができる者であること。 

  プラザの管理を適確に遂行するに足りる物的能力及び人的能力を有して

いる者であること。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第１０条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、次に掲げる事項を記載

した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 

  プラザの管理業務の実施状況及び利用状況 

  第１５条第１項に規定する利用料金の収入の実績 

  プラザの管理に係る経費の収支状況 

  その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、年度の中途において第１２条第

１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算
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して３０日以内に前項の事業報告書を提出しなければならない。 

（業務報告の聴取等） 

第１１条 市長は、プラザの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、そ

の管理の業務及び経理の状況に関し、定期に若しくは必要に応じて臨時に報

告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

（指定の取消し等） 

第１２条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理

者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが

適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、本

市は、その責めを負わない。 

（使用の許可） 

第１３条 プラザを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可（以

下「使用許可」という。）を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、プラザの管理上必要があるときは、使用許可に条件を付す

ことができる。 

（使用の制限） 

第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使

用許可をしないものとする。 

  公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。 

  施設、設備器具等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。 

  その他管理上支障を来すおそれのあるとき。 

（利用料金） 

第１５条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、プラザの使用

に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該使用許可の際に納付しなけ

ればならない。ただし、指定管理者が全部又は一部の後納を認めるときは、

この限りでない。 

２ 利用料金は、別表第１から別表第４までに定める額の範囲内において、指

定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

３ 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（利用料金の減免） 



- 4 - 

第１６条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、公益上必要があると認め

るときは、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。 

（利用料金の還付） 

第１７条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該

当するときは、その全部又は一部を還付することができる。 

  使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。 

  指定管理者が指定する日までに使用許可の取消しを届け出たとき。 

（権利譲渡等の禁止） 

第１８条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（使用許可の取消し等） 

第１９条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使

用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。 

  偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

  許可を受けた目的に反して、施設及び設備器具を使用したとき。 

  第１４条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

  この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

２ 前項の場合において、使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わ

ない。 

（特別の設備） 

第２０条 使用者は、センターに特別の設備を設置しようとするときは、あら

かじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

（原状回復の義務） 

第２１条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は第１２条第１

項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備

器具等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得

たときは、この限りでない。 

２ 使用者は、施設及び設備器具の使用を終えたとき、又は使用を停止された

とき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなけれ

ばならない。 

（損害賠償の義務） 

第２２条 使用者その他プラザを利用する者（以下「使用者等」という。）が、



- 5 - 

故意又は過失により施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長 

の定める額を賠償しなければならない。 

（使用者等に対する指示） 

第２３条 指定管理者は、プラザの管理上必要があるときは、使用者等に対し

指示をすることができる。 

（委任） 

第２４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において規則で

定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 指定管理者の指定その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前にお

いても行うことができる。 
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別表第１（第１５条関係）  

ときの風ホール施設の利用料金の上限額 

単位 円 

時間区分 

 

 

 

使用区分 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後10

時まで 

午前９

時から

午後５

時まで 

午後１

時から

午後10

時まで 

午前９

時から

午後10

時まで 

とき

の風

ホー

ル 

平日

の使

用 

入場

料等

を徴

収し

ない

場合

一般使用の

場合 

7,000 10,000 14,000 17,000 24,000 31,000 

営利又は宣

伝を目的と

する場合 

14,000 20,000 28,000 34,000 48,000 62,000 

入場

料等

を徴

収す

る場

合 

一般

使用

の場

合 

入場料

等1,000

円以下 

8,000 12,000 17,000 20,000 29,000 37,000 

入場料

等1,000

円を超

え3,000

円以下 

9,000 13,000 18,000 22,000 31,000 40,000 

入場料

等3,000

円を超

える 

11,000 15,000 21,000 26,000 36,000 47,000 

営利

又は

宣伝

を目

的と

する

入場料

等1,000

円以下 

14,000 20,000 28,000 34,000 48,000 62,000 

入場料

等1,000

円を超

18,000 25,000 35,000 43,000 60,000 78,000 
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場合 え3,000

円以下 

入場料

等3,000

円を超

える 

21,000 30,000 42,000 51,000 72,000 93,000 

土曜

日、

日曜

日又

は休

日の

使用

入場

料等

を徴

収し

ない

場合

一般使用の

場合 

9,000 14,000 19,000 23,000 33,000 42,000 

営利又は宣

伝を目的と

する場合 

18,000 28,000 38,000 46,000 66,000 84,000 

入場

料等

を徴

収す

る場

合 

一般

使用

の場

合 

入場料

等1,000

円以下 

11,000 17,000 23,000 28,000 40,000 51,000 

入場料

等1,000

円を超

え3,000

円以下 

12,000 18,000 25,000 30,000 43,000 55,000 

入場料

等3,000

円を超

える 

14,000 21,000 29,000 35,000 50,000 64,000 

営利

又は

宣伝

を目

的と

する

場合 

入場料

等1,000

円以下 

18,000 28,000 38,000 46,000 66,000 84,000 

入場料

等1,000

円を超

え3,000

円以下 

23,000 35,000 48,000 58,000 83,000 106,000 
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入場料

等3,000

円を超

える 

27,000 42,000 57,000 69,000 99,000 126,000 

楽屋１ 300 400 600 700 1,000 1,300 

楽屋２ 300 400 600 700 1,000 1,300 

楽屋３ 600 800 1,300 1,400 2,100 2,700 

楽屋４ 800 1,100 1,700 1,900 2,800 3,600 

主催者控室 200 300 500 500 800 1,000 

シャワー室 500 500 500 500 500 500 

〔備考〕 

１ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日をいう。 

２ 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待

券、優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場

について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。 

３ 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得

て、１時間を限度として延長して使用させることができるものとし、そ

の延長に係る利用料金は、次の各号に掲げる時間区分を超える使用にあ

っては、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

  時間区分① 時間区分①の利用料金の１０分の３の額 

  時間区分②及び④ 時間区分②の利用料金の１０分の３の額 

  時間区分③、⑤及び⑥ 時間区分③の利用料金の１０分の３の額 

４ ときの風ホールをその使用区分に係る準備若しくは原状回復又はリハ

ーサルのために使用する場合における利用料金は、当該使用区分に係る

時間区分の利用料金の２分の１の額とする。 

５ ときの風ホールの１階席のみを使用する場合における利用料金は、当

該使用区分に係る時間区分の利用料金の１０分の７の額とする。 

６ 冷暖房時の利用料金については、ときの風ホールにあっては１時間

（使用時間が１時間に満たないときは、１時間とする。）につき２，４

００円、楽屋及び主催者控室にあっては当該利用料金の１０分の３の額

を加算する。 
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別表第２（第１５条関係） 

アートスペース施設の利用料金の上限額 

単位 円 

時間区分 

 

 

 

使用区分 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後10

時まで 

午前９

時から

午後５

時まで 

午後１

時から

午後10

時まで 

午前９

時から

午後10

時まで 

アー

トス

ペー

ス 

平日

の使

用 

入場

料等

を徴

収し

ない

場合

一般使用の

場合 

3,300 5,000 7,500 8,300 12,500 15,800 

営利又は宣

伝を目的と

する場合 

6,600 10,000 15,000 16,600 25,000 31,600 

入場

料等

を徴

収す

る場

合 

一般

使用

の場

合 

入場料

等1,000

円以下 

4,000 6,000 9,000 10,000 15,000 19,000 

入場料

等1,000

円を超

え3,000

円以下 

4,300 6,500 9,800 10,800 16,300 20,600 

入場料

等3,000

円を超

える 

5,000 7,500 11,300 12,500 18,800 23,800 

営利

又は

宣伝

を目

的と

する

入場料

等1,000

円以下 

6,600 10,000 15,000 16,600 25,000 31,600 

入場料

等1,000

円を超

8,300 12,500 18,800 20,800 31,300 39,600 
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場合 え3,000

円以下 

入場料

等3,000

円を超

える 

9,900 15,000 22,500 24,900 37,500 47,400 

土曜

日、

日曜

日又

は休

日の

使用 

入場

料等

を徴

収し

ない

場合

一般使用の

場合 

4,300 6,500 9,800 10,800 16,300 20,600 

営利又は宣

伝を目的と

する場合 

8,600 13,000 19,600 21,600 32,600 41,200 

入場

料等

を徴

収す

る場

合 

一般

使用

の場

合 

入場料

等1,000

円以下 

5,200 7,800 11,800 13,000 19,600 24,800 

入場料

等1,000

円を超

え3,000

円以下 

5,600 8,500 12,700 14,100 21,200 26,800 

入場料

等3,000

円を超

える 

6,500 9,800 14,700 16,300 24,500 31,000 

営利

又は

宣伝

を目

的と

する

場合

入場料

等1,000

円以下 

8,600 13,000 19,600 21,600 32,600 41,200 

入場料

等1,000

円を超

え3,000

円以下 

10,800 16,300 24,500 27,100 40,800 51,600 
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入場料

等3,000

円を超

える 

12, 900 19,500 29,400 32,400 48,900 61,800 

楽屋５ 300 400 600 700 1,000 1,300 

楽屋６ 300 400 600 700 1,000 1,300 

〔備考〕 

１ 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 

２ 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待

券、優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場

について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。 

３ 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得

て、１時間を限度として延長して使用させることができるものとし、そ

の延長に係る利用料金は、次の各号に掲げる時間区分を超える使用にあ

っては、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

  時間区分① 時間区分①の利用料金の１０分の３の額 

  時間区分②及び④ 時間区分②の利用料金の１０分の３の額 

  時間区分③、⑤及び⑥ 時間区分③の利用料金の１０分の３の額 

４ アートスペースをその使用区分に係る準備若しくは原状回復又はリハ

ーサルのために使用する場合における利用料金は、当該使用区分に係る

時間区分の利用料金の２分の１の額とする。 

５ 冷暖房時の利用料金については、当該利用料金の１０分の３の額を加

算する。 
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別表第３（第１５条関係） 

展示施設等の利用料金の上限額 

単位 円 

時間区分 

 

 

 

使用区分 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後10

時まで 

午前９

時から

午後５

時まで 

午後１

時から

午後10

時まで 

午前９

時から

午後10

時まで 

ギャ

ラリ

ー 

 

３分の

１室使

用 

一般使用の場

合 

600 900 1,400 1,500 2,300 2,900 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

1,200 1,800 2,800 3,000 4,600 5,800 

３分の

２室使

用 

一般使用の場

合 

1,200 1,800 2,700 3,000 4,500 5,700 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

2,400 3,600 5,400 6,000 9,000 11,400 

全室使

用 

一般使用の場

合 

1,800 2,700 4,100 4,500 6,800 8,600 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

3,600 5,400 8,200 9,000 13,600 17,200 

エントラン

スロビー（ 

アートスク

エア） 

一般使用の場

合 

2,200 3,300 5,000 5,500 8,300 10,500 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

4,400 6,600 10,000 11,000 16,600 21,000 

ミーティン

グルーム１ 

一般使用の場

合 

300 400 600 700 1,000 1,300 

営利又は宣伝

を目的とする

600 800 1,200 1,400 2,000 2,600 
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場合 

ミーティン

グルーム２ 

一般使用の場

合 

400 600 900 1,000 1,500 1,900 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

800 1,200 1,800 2,000 3,000 3,800 

壁面（ひさ

いアートス

トリート）

１ 

一般使用の場

合 

400 600 900 1,000 1,500 1,900 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

800 1,200 1,800 2,000 3,000 3,800 

壁面（ひさ

いアートス

トリート）

２ 

一般使用の場

合 

100 200 200 300 400 500 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

200 400 400 600 800 1,000 

壁面（ひさ

いアートス

トリート）

３ 

一般使用の場

合 

100 200 200 300 400 500 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

200 400 400 600 800 1,000 

壁面（ひさ

いアートス

トリート）

４ 

一般使用の場

合 

200 300 500 500 800 1,000 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

400 600 1,000 1,000 1,600 2,000 

壁面（２階 

展示エリア）

１ 

一般使用の場

合 

400 600 900 1,000 1,500 1,900 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

800 1,200 1,800 2,000 3,000 3,800 

壁面（２階 一般使用の場 200 300 500 500 800 1,000 
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展示エリア）

２ 

合 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

400 600 1,000 1,000 1,600 2,000 

壁面（２階 

展示エリア）

３ 

一般使用の場

合 

100 200 200 300 400 500 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

200 400 400 600 800 1,000 

壁面（２階 

展示エリア）

４ 

一般使用の場

合 

100 200 200 300 400 500 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

200 400 400 600 800 1,000 

屋外ステー

ジ 

一般使用の場

合 

100 100 100 200 200 300 

営利又は宣伝

を目的とする

場合 

200 200 200 400 400 600 

〔備考〕 

１ 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得

て、１時間を限度として延長して使用させることができるものとし、そ

の延長に係る利用料金は、次の各号に掲げる時間区分を超える使用にあ

っては、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

  時間区分① 時間区分①の利用料金の１０分の３の額 

  時間区分②及び④ 時間区分②の利用料金の１０分の３の額 

  時間区分③、⑤及び⑥ 時間区分③の利用料金の１０分の３の額 

２ ギャラリー、エントランスロビー、壁面及び屋外ステージをその使用

区分に係る準備若しくは原状回復又はリハーサルのために使用する場合

における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の２分の

１の額とする。 

３ 冷暖房時の利用料金（ギャラリー又はミーティングルームに係るもの 
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に限る。）については、当該利用料金の１０分の３の額を加算する。 
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別表第４（第１５条関係） 

活動施設の利用料金の上限額 

単位 円 

使用区分 
使用時間１時間当

たりの利用料金 

ミュージックルーム

１ 

一般使用の場合 400 

営利又は宣伝を目的とする場合 800 

ミュージックルーム

２ 

一般使用の場合 300 

営利又は宣伝を目的とする場合 600 

バンドルーム 一般使用の場合 400 

営利又は宣伝を目的とする場合 800 

カルチャールーム１ 一般使用の場合 400 

営利又は宣伝を目的とする場合 800 

カルチャ

ールーム

２ 

２分の１

室使用 

一般使用の場合 200 

営利又は宣伝を目的とする場合 400 

全室使用 一般使用の場合 400 

営利又は宣伝を目的とする場合 800 

カルチャールーム３ 一般使用の場合 200 

営利又は宣伝を目的とする場合 400 

アトリエ 一般使用の場合 200 

営利又は宣伝を目的とする場合 400 

ピアノルーム 一般使用の場合 300 

営利又は宣伝を目的とする場合 600 

〔備考〕 

１ 使用時間が１時間に満たないときの当該使用時間は、１時間とする。 

２ 冷暖房時の利用料金については、当該利用料金の１０分の３の額を加

算する。 

 



建築物の敷地と道

路との関係の建築

の認定 

１件に

つき 

 

 

２７，０００円 

 

仮設興行場等の建

築の許可 

１件に

つき 

 

 

建築審査会の同意を要しない場合 １２０

０００円 

建築審査会の同意を要する場合 １６０，

０００円 

 

 

 

 

津市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年９月２７日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第３６号  

   津市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 津市手数料徴収条例（平成１８年津市条例第７３号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１０検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定の項

の次に次のように加える。 

 

 

 

別表第１０仮設建築物建築の許可の項を次のように改める。 

 

 

 

 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

， 
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津市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  平成３０年９月２７日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第３７号  

津市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正 

する条例 

 津市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年津市

条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第５項中「次条第２号」を「次条第１項第２号」に改める。 

第６条第２号中「をいう」の次に「。以下この条において同じ」を加え、同

条に次の２項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす

と認めるときは、前項第２号の規定を適用しないことができる。 

  家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割 

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

  次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす 

るための措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者として適切に確保しなければならない。 

  当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次

号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代

替保育が提供される場合 第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型若しく

は小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 
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  事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案

して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市長が認める者 

第１６条第２項に次の１号を加える。 

  保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者の

うち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、

栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼

児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギ 

ー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の内容、

回数及び時機に適切に応じることができる者として市長が適当と認めるも

の（家庭的保育事業者が第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所

（第２３条第２項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。附則第３項にお

いて同じ。）において家庭的保育事業を行う場合に限る。） 

 第４５条中「第６条第１号」を「第６条第１項第１号」に改める。 

附則第２項中「者」の次に「（次項において「施設等」という。）」を加え

る。 

 附則中第６項を第７項とし、第３項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、第

２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日以後に家庭的保育事業（第２２条に規定

する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。）の認可を

得た施設等については、施行日から起算して１０年を経過する日までの間は、

第１５条、第２２条第４号（調理設備に係る部分に限る。）及び第２３条第

１項本文（調理員に係る部分に限る。）の規定は、適用しないことができる。

この場合において、当該施設等は、利用乳幼児への食事の提供を家庭的保育

事業所等内で調理する方法（第１０条の規定により、当該家庭的保育事業所

等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設におい

て調理する方法を含む。）により行うために必要な体制を確保するよう努め

なければならない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

 

津市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年９月２７日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

津市条例第３８号  

   津市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 津市立学校設置条例（平成１８年津市条例第２３２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第３号の表中 
 

津市立安東幼稚園 津市納所町２３４番地 

津市立雲出幼稚園 津市雲出本郷町１１６５番地 
 

津市立安東幼稚園 津市納所町２３４番地 
 

改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

    

に 

「 

」

「 
」 

を 

 



津市建築基準法施行取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年９月２５日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

津市規則第４１号 

   津市建築基準法施行取扱規則の一部を改正する規則 

津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年津市規則第１９９号）の一部を次 

のように改正する。 

第１７条第１項の表中「第４３条第１項ただし書」を「第４３条第２項第２ 

号」に、「若しくは第５項の」を「若しくは第５項若しくは第６項の」に、

「、同表（ろ）項」を「並びに同表（ろ）項」に、「同項」を「同条第１項」

に改める。 

 第１８条第１項を次のように改める。 

 省令第１０条の４の２第１項の規則で定める図書は、次の表の左欄に掲げ

る認定の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図書とする。 

認定の区分 図書 

法第４３条第２項第１号の規定に

よる認定 

省令第１条の３第１項の表１の

（い）項に規定する付近見取図、

配置図及び各階平面図並びに同表

（ろ）項に規定する２面以上の立

面図 

法第５５条第２項又は法第５７条

第１項の規定による認定 

省令第１条の３第１項の表１の

（い）項に規定する付近見取図、

配置図及び各階平面図並びに同表

（ろ）項に規定する２面以上の立

面図及び２面以上の断面図並びに

同条第１項の表２の（３０）項に

規定する日影図 

附 則 

この規則は、平成３０年９月２５日から施行する。 

 



津市告示第２０６号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条に基づき撤去し、保管している

自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成３０年９月１８日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ８月 １日 

夢が丘一丁目地内 １ 平成３０年 ８月 ３日 

北丸之内地内 １ 平成３０年 ８月 ３日 

一身田大古曽地内 １ 平成３０年 ８月 ３日 

一身田平野地内 １ 平成３０年 ８月 ３日 

西丸之内地内 ５ 平成３０年 ８月 ６日 

垂水地内 １ 平成３０年 ８月１０日 

垂水地内 １ 平成３０年 ８月１４日 

夢が丘一丁目地内 １ 平成３０年 ８月１４日 

白塚町地内 １ 平成３０年 ８月１４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成３０年 ８月 ６日 

西丸之内地内 ４ 平成３０年 ８月 ７日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ８月 ８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ６ 平成３０年 ８月１０日 

久居新町地内 １ 平成３０年 ８月１０日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成３０年 ８月１３日 

久居明神町地内 １ 平成３０年 ８月１３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ８月１４日 

栗真町屋町地内 １ 平成３０年 ８月１４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ８月１６日 

元町地内 １ 平成３０年 ８月１７日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ８月２０日 



津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成３０年 ８月２１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ８月２４日 

本町地内 ２ 平成３０年 ８月２４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ８月２７日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ８月２９日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ８月３０日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２０７号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により、

次の区域の地籍調査を実施するので、同法第７条の規定により、次のとおり告

示する。 

  平成３０年９月２０日 

 

                 津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 事業計画が定められた年月日 

  平成３０年９月１８日 

２ 調査を行う者の名称 

  津市 

３ 調査地域 

  雲出・高茶屋、河芸①、河芸②、外山２及び五百野 

４ 調査期間 

 雲出・高茶屋は、告示の日から平成３１年３月３１日まで 

河芸①、河芸②、外山２及び五百野は、告示の日から平成３１年３月２８

日まで 



津市告示第２０８号 

 下記の者の平成２６年度の固定資産税・都市計画税納税通知書は、居所不明

のため送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成３０年９月２５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

 



津市告示第２０９号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項に基づき撤去し、保管している自転車について、同条例第１６

条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成３０年９月２７日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ９月 ３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ９月 ３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ９月 ６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ９月 ６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ９月１１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ９月１２日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成３０年 ９月１３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成３０年 ９月１４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成３０年 ９月１４日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



 

 

津市公告第１２７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成３０年９月１８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注業務とは調達契約課又は水道局発注業務で、担当課執行分を除く。

前 金 払

部 分 払

無

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前９時００分

入 札 方 法

平成30年10月3日

津市役所（本庁舎）７階　入札室

有

無

提 出 期 限

郵 送 先

契約保証金

入札保証金

予 定 価 格

最低制限価格

970,000

建築関係コンサルタント

同種業務
実績要件

業種

営業収入金額を有すること

一級建築士（本市発注業務における専任配置）

契約締結の日から 平成31年1月21日 まで

本公告の日から

購 入 期 間

当該業種
における
営業収入
金額要件

技術者要件

主任技術者

建築一般

建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店

平成30年9月28日

販 売 店

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

閲 覧 場 所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限 平成30年9月21日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 平成30年9月26日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

免 除

本公告の日から 平成30年9月28日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

開 札 日 時
及 び 場 所

平成30年9月28日

公 告 日

業 務 概 要

期 間

発 注 業 種

業 務 名

業 務 場 所

その他要件

部門

営繕課

平成３０年度営生学第１－３９号

大里地区放課後児童クラブ整備に係る設計業務委託

地内

　　事後審査型条件付一般競争入札

設 計 図 書
の 閲 覧

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

津市 大里窪田町

平成30年9月18日 業 務 担 当 課

所在地要件

改修

　（建具改修、内外装改修、躯体改修、外構）

※上記に係る設計業務委託　一式

建築関係コンサルタント
登録要件

市内本店

430091802

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

必着

閲 覧 期 間 まで

参 加 資 格
に 関 す る
事 項



円　（税抜き）

430091803

契約金額の１００分の１０以上

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

※本市発注業務とは調達契約課又は水道局発注業務で、担当課執行分を除く。

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

本公告の日から 平成30年9月28日

免 除

午前９時１０分

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

平成30年10月3日

津市役所（本庁舎）７階　入札室

有

同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者（本市発注業務における専任配置）

同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者

下水道

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店又は市内支店等

土木関係コンサルタント

同種業務
実績要件

下水道建設課

平成３０年度下建公補第１－１８号

宮池排水区雨水管渠実施設計等（詳細）業務委託

地内津市 久居井戸山町

平成30年9月18日 業 務 担 当 課

業種

所在地要件

管渠実施設計

詳細設計　推進工法　６０ｍ

土木関係コンサルタント
登録要件

無

提出期限

郵 送 先

平成30年9月28日

契約締結の日から 平成31年2月28日 まで

本公告の日から

購入期間

当該部門
における
営業収入
金額要件

市内本店

市内支店等

営業収入金額を有すること

営業収入金額が５千万円以上２億５千万円未満であること

技術者要件

管理技術者

照査技術者

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

14,297,000

販 売 店

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

閲覧場所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限 平成30年9月21日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 平成30年9月26日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

平成30年9月28日

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

その他要件

部門



円　（税抜き）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

平成30年10月3日 午前９時３０分

2,792,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

集水桝・マンホール工　２箇所

表層　１３４ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

殿村地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 殿村

平成30年9月21日

平成30年9月26日

まで

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｄ

【地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着平成30年9月28日

無

有

有

免 除

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年9月28日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430091804

平成31年1月18日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　５１ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度北道維第２５号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

430091805

美杉

平成31年1月31日

久居

土木一式

所在地要件

まで

農業基盤整備課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

白山

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工　４０．０ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度農基補第４号

【地区】

【地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年9月28日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年9月28日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

Ｄ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｄ・Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】

久居

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

白山町真見地内水路改修工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 白山町真見

平成30年9月21日

平成30年9月26日

まで

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

平成30年10月3日 午前９時５０分

5,549,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

430091806

平成31年2月15日

土木一式

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　９７ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度南道維第１６号

【地区】

【地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年9月28日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年9月28日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｄ・Ｃ・Ｂ・Ａ２

【地区】

久居

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

カルバート工　１６ｍ

表層　１０９ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

戸木町地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 戸木町

平成30年9月21日

平成30年9月26日

まで

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

平成30年10月3日 午前１０時００分

8,189,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

平成30年10月3日 午前１０時１０分

10,025,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

集水桝・マンホール工　３箇所

表層　３１５ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

鳥居町及び大谷町地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 鳥居町及び大谷町

平成30年9月21日

平成30年9月26日

まで

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着平成30年9月28日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年9月28日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430091807

平成31年2月28日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　８４ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度北道維第２３号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

430091808

平成31年2月1日

土木一式

所在地要件

まで

下水道建設課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

管布設工(管径７００ｍｍ)　５６ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度下建公第３号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年9月28日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年9月28日

無

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年9月18日

管布設工(内径１３００×１３００ｍｍ)　 ２ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

橋内東部第一排水区排水路整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 末広町

平成30年9月21日

平成30年9月26日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

平成30年10月3日 午前１０時３０分

12,121,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

430091809

平成31年1月25日

土木一式

所在地要件

まで

下水道建設課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

非開削工法　１８箇所

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度下建公補第１４号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年9月28日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年9月28日

無

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年9月18日

開削工法　４箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

橋内第一排水区マンホール浮上防止工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 東丸之内ほか５町

平成30年9月21日

平成30年9月26日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

平成30年10月3日 午前１０時５０分

19,382,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

430091810

芸濃・美里・安濃

平成31年1月31日

安芸

土木一式

所在地要件

まで

下水道建設課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

河芸

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

管布設工（管径１５０ｍｍ）　１７５ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度下建公第２号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年9月28日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年9月28日

無

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｃ・Ｂ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】

安芸

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年9月18日

組立マンホール工　４箇所

小型マンホール工　３箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

影重処理分区公共下水道工事

ます設置工　６箇所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 河芸町影重及び河芸町一色

平成30年9月21日

平成30年9月26日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

平成30年10月3日 午前１１時１０分

15,731,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

平成30年10月3日 午前１１時２０分

18,683,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

集水桝・マンホール工　６箇所

表層　６６ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

安濃町荒木地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 安濃町荒木

平成30年9月21日

平成30年9月26日

まで

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

Ｃ・Ｂ

Ｃ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】安芸

安芸

発 注 業 種

前 金 払

必着平成30年9月28日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年9月28日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430091811

河芸・美里

芸濃

平成31年2月28日

安芸

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

安濃

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　２１５ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度北道維第２４号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

430091812

久居・一志・白山

平成31年2月20日

久居

土木一式

所在地要件

まで

建設整備課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

美杉

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

コンクリートブロック工　４２ｍ2

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度建整特第３号

【地区】

【地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年9月28日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年9月28日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

Ｃ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】

久居

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

構造物取壊し工　一式

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

篠ヶ広橋撤去工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 美杉町下之川

平成30年9月21日

平成30年9月26日

まで

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

平成30年10月3日 午前１１時３０分

21,594,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

430091813

まで

津北工事事務所

平成３０年度北公修災第２－１号

津・香良洲

格 付 要 件

【格付】【地区】

購 入 期 間

販 売 店

本公告の日から 平成30年9月28日

閲 覧 場 所

その他要件

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

津偕楽公園内倒木撤去修繕

軽剪定　５本

必着平成30年9月28日

無

免 除

有

回 答 日

入札保証金

部 分 払

郵 送 先

入 札 方 法

提 出 期 限

最低制限価格

契約保証金

無

免 除

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

前 金 払

その他

平成30年9月26日

平成30年10月3日 午後１時００分

1,738,000

発 注 業 種

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【地区】

地 域 ・
格 付 要 件

あり

Ａ１・Ａ２

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

技術者要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【地区】

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限

主任(監理)技術者

平成30年9月28日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

まで

津市役所（本庁舎）７階　入札室

津市 広明町 地内

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

市内本店

伐採　８本

契約締結の日から

建設業許可 特定・一般

津・香良洲

平成30年12月10日

まで

平成30年9月21日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

ホームページにて回答

　　事後審査型条件付一般競争入札

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

本公告の日から

工 事 名

工 事 場 所

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日 工 事 担 当 課

設 計 図 書
の 閲 覧

造園

所在地要件

【格付】

【格付】

閲 覧 期 間



円　（税抜き）

430091814

平成31年1月31日

管

所在地要件

まで

下水道総務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

合併浄化槽設置

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度下総浄補第４号

【地区】

【地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年9月28日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年9月28日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｂ

【地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

　１４人槽（ポンプ槽付）　１基

※上記に係る機械設備工事　一式

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

片田志袋町地内市営浄化槽設置工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

特例浄化槽工事業者であること

技術者要件

津市 片田志袋町

平成30年9月21日

平成30年9月26日

まで

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

平成30年10月3日 午後１時１０分

5,234,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

430091815

まで

子育て推進課

平成３０年度子推第２－１号

津・香良洲

格 付 要 件

【格付】【地区】

購 入 期 間

販 売 店

本公告の日から 平成30年9月28日

閲 覧 場 所

その他要件

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

津市観音寺保育園照明器具取替修繕

照明器具取替修繕

必着平成30年9月28日

無

免 除

有

回 答 日

入札保証金

部 分 払

郵 送 先

入 札 方 法

提 出 期 限

最低制限価格

契約保証金

無

免 除

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

前 金 払

その他

平成30年9月26日

平成30年10月3日 午後１時２０分

1,872,000

発 注 業 種

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【地区】

地 域 ・
格 付 要 件

あり

Ａ１・Ａ２

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

技術者要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【地区】

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 期 限

主任(監理)技術者

平成30年9月28日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

まで

津市役所（本庁舎）７階　入札室

津市 観音寺町 地内

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

市内本店

　ＬＥＤ照明器具 ７１台

※上記に係る電気設備修繕　一式

契約締結の日から

建設業許可 特定・一般

津・香良洲

平成30年12月10日

まで

平成30年9月21日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

ホームページにて回答

　　事後審査型条件付一般競争入札

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

本公告の日から

工 事 名

工 事 場 所

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日 工 事 担 当 課

設 計 図 書
の 閲 覧

電気

所在地要件

【格付】

【格付】

閲 覧 期 間



円　（税抜き）

430091816

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

まで

下水道施設課

平成３０年度下施雨ポ第２－２号

所在地要件

【格付】

【格付】

格付要件

【地区】
地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

　　事後審査型条件付一般競争入札

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

（審査基準日：平成２８年１０月１日～平成２９年９月３０日）

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

技術者要件

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

必着平成30年9月28日

無

免 除

まで

平成30年9月21日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

ホームページにて回答

※工場製作のみを行う期間においては、配置技術者の変更を認める。

【地区】

平成31年2月28日

電気

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

有

免 除

平成30年9月28日

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

【地区】 【格付】

過去１０年間（平成２０年度以降）に施工が完了した官公庁等元請又は一次下請実績で以
下のとおり
電気工事で発注された蓄電池設備の製作、据付工事又は修繕で元請契約金額又は一次
下請金額が２３０万円以上。ただし、下請についても電気工事又は修繕に限る。

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

地内

発注業種

工 事 名

工事場所

蓄電池設備取替修繕　一式

津市 香良洲町

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

本公告の日から

平成30年10月3日 午後１時３０分

2,648,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

回 答 日 平成30年9月26日

契約保証金

無

設計図書
の 閲 覧

提 出 先

その他要件

参加資格
に関する
事 項

主任(監理)技術者

東海三県（三重県、愛知県、岐阜県）内本店又は支店等

公 告 日

建設業許可 特定・一般

同種工事
実績要件

なし

現場代理人

工事概要

工 期

平成30年9月18日

　触媒栓式据置鉛蓄電池（１セル/個）　５４個

契約締結の日から

川口ポンプ場電気設備（蓄電池等）取替修繕

工 事 担 当 課



円　（税抜き）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年9月28日

平成30年10月3日 午後１時４０分

11,477,000

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

過去１０年間（平成２０年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
鋼構造物工事で発注された、支間長５ｍ以上かつ幅員２ｍ以上の鋼橋（車道橋）架設工
事又は修繕工事

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

（審査基準日：平成２８年１０月１日～平成２９年９月３０日）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

　橋梁塗装工　８０ｍ2

二百石中橋

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

二百石橋及び二百石中橋橋梁長寿命化修繕(上部工)工事

　橋梁塗装工　７６ｍ2

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

技術者要件

津市 一身田町

平成30年9月21日

平成30年9月26日

まで

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

なし

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

【地区】

発 注 業 種

前 金 払

必着平成30年9月28日

無

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年9月28日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430091817

平成31年3月8日

鋼構造物

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

【格付】

東海三県（三重県、愛知県、岐阜県）内本店又は支店等

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

二百石橋

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度北橋維補第１号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年10月5日

平成30年10月10日 午前９時００分

13,338,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

　（防水改修、内外装改修）

※上記に係る建築工事等　一式

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津市愛宕会館外部階段設置その他工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 愛宕町

平成30年9月26日

平成30年10月1日

まで

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｃ・Ｂ

【地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着平成30年10月5日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年10月5日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430091818

平成31年2月15日

建築一式

所在地要件

まで

営繕課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

改修

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度営地調第２９号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

430091819

平成31年2月28日

建築一式

所在地要件

まで

市営住宅課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

改修（外壁及び手摺）

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度住補第６号

【地区】

【地区】

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年10月5日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年10月5日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｂ・Ａ

【地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

   鉄筋コンクリート造５階建　延面積１，７４７ｍ2

※上記に係る建築工事等　一式

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津市市営藤方団地４号館外壁及び手摺改修工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 藤方

平成30年9月26日

平成30年10月1日

まで

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年10月5日

平成30年10月10日 午前９時１０分

29,131,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

２級建築施工管理技士（建築）又は同等以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年10月5日

平成30年10月10日 午前９時２０分

18,469,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

藤水雲出線

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

　照明工　４基

元町東出線

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

寺町元町２号線ほか２線道路照明灯修繕工事

　照明工　４基

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 久居元町ほか５町

平成30年9月26日

平成30年10月1日

まで

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

Ａ１

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

　照明工　７基

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

【地区】

発 注 業 種

前 金 払

必着平成30年10月5日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年10月5日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430091820

平成31年2月28日

電気

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

寺町元町２号線

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度南道維補第２号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年10月5日

平成30年10月10日 午前９時３０分

19,898,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

　　（防水改修）

※上記に係る防水工事等　一式

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津市立明小学校防水改修工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 芸濃町林

平成30年9月26日

平成30年10月1日

まで

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

Ａ１

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

【地区】

発 注 業 種

前 金 払

必着平成30年10月5日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年10月5日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430091821

平成31年1月18日

防水

所在地要件

まで

営繕課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

改修

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度営教総第３１号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年10月5日

平成30年10月10日 午前９時４０分

21,972,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

柵工　２１０ｍ

集水桝・マンホール工　１箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

本庁舎第２駐車場整備（舗装）工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 丸之内

平成30年9月26日

平成30年10月1日

まで

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

Ａ

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

【地区】

発 注 業 種

前 金 払

必着平成30年10月5日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年10月5日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430091822

平成31年1月31日

舗装

所在地要件

まで

河川排水推進室

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

アスファルト舗装工　２，４８０ｍ2

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度河川財管第１号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年10月5日

平成30年10月10日 午前１０時００分

24,566,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

場所打水路工　５３ｍ

場所打擁壁工　一式

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

川添町ほか２町地内道路修繕工事

組立歩道工　一式

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 川添町ほか２町

平成30年9月26日

平成30年10月1日

まで

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｂ・Ａ２

【地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着平成30年10月5日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年10月5日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430091823

平成31年3月8日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　４０ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成３０年度北道維第２２号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年10月5日

平成30年10月10日 午前１０時１０分

24,921,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格 付 要 件

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成30年9月18日

集水桝・マンホール工　６箇所

路床安定処理工　２２９ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

高茶屋小森町第２４号線道路改良工事

基層　２０５ｍ2

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 高茶屋小森町

平成30年9月26日

平成30年10月1日

まで

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｂ・Ａ２

【地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着平成30年10月5日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年10月5日

販 売 店

入 札 方 法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

430091824

平成31年2月28日

土木一式

所在地要件

まで

建設整備課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

表層　５８０ｍ2

格 付 要 件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　４２４ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成２９年度建整道新補第２号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

430091825

平成31年2月28日

土木一式

所在地要件

まで

下水道建設課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

プレキャストカルバート工　２２．３ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成２９年度下建公補第２７号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年10月5日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年10月5日

無

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｂ・Ａ２

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年9月18日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

町屋第２雨水幹線築造工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 江戸橋二丁目

平成30年9月26日

平成30年10月1日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年10月5日

平成30年10月10日 午前１０時２０分

32,117,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

上野処理分区公共下水道工事

【地区】

【地区】

【格付】

公 告 日

工事概要

工 事 名

工事場所

管推進工（管径３００ｍｍ）　７．７ｍ

組立マンホール工　９箇所

津市 河芸町上野 地内

430091826

久居・一志・白山・美杉

平成３０年度下建公補第１８号

その他要件

現場代理人

管布設工（管径１５０ｍｍ）　２９９ｍ

地 域 ・
格付要件

市内本店

【格付】

主任(監理)技術者

小型マンホール工　４箇所

技術者要件

専門技術者

特定・一般

【ﾌﾞﾛｯｸ】

Ｂ・Ａ２・Ａ１

Ｂ・Ａ２・Ａ１

工 期 契約締結の日から まで

その他

本公告の日から 平成30年10月5日

本公告の日から

平成30年10月10日 午前１０時３０分

41,347,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

参加資格
に関する
事 項

契約保証金

【格付】

発注業種

【地区】津・香良洲

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 先

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

平成30年9月18日 工 事 担 当 課 下水道建設課

平成30年10月5日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

ます設置工　１７箇所

必着平成30年10月5日

無

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

あり

推進工事技士（推進工事施工時における専任配置）
（主任技術者・現場代理人と兼務可）

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

まで

まで

津・香良洲

平成31年2月28日

久居

土木一式

所在地要件

建設業許可

安芸

格付要件

河芸・芸濃・美里・安濃

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

提出期限 平成30年9月26日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 平成30年10月1日

Ｂ・Ａ２・Ａ１



円　（税抜き）

430091827

平成31年2月28日

土木一式

所在地要件

まで

下水道建設課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

管布設工(管径１５０ｍｍ)　４０２ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

平成３０年度下建公補第１７号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

平成30年10月5日

販 売 店

入札方法

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着平成30年10月5日

無

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

【地区】

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

Ａ１・Ａ２

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

平成30年9月18日

組立マンホール工　４箇所

小型マンホール工　１３箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津北部第１処理分区及び津北部第２処理分区公共下水道工事

ます設置工　４７箇所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 白塚町

平成30年9月26日

平成30年10月1日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 平成30年10月5日

平成30年10月10日 午前１０時５０分

46,611,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）



円　（税抜き）

主任(監理)技術者

東海三県（三重県、愛知県、岐阜県）内本店又は支店等

建設業許可

過去１０年間（平成２０年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
土木一式工事で発注された、海上作業による桟橋工事（共同企業体による工事の場合
は、出資比率２０％以上とする。）

【格付】

【格付】【地区】

その他

本公告の日から 平成30年10月5日

本公告の日から

平成30年10月10日 午前１１時１０分

48,800,000

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

平成30年10月5日

アサヒ感光社　　津市半田１４１　　℡059-226-5214

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成30年10月5日

無部 分 払

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格 付 要 件

その他要件

【地区】

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

（審査基準日：平成２８年１０月１日～平成２９年９月３０日）

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

技術者要件

特定・一般

同 種 工 事
実 績 要 件

なし

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限 平成30年9月26日

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【地区】

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

工 期

430091828　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

上部コンクリート工　４８ｍ3

津市 香良洲町 地内

香良洲漁港燃油けい船岸機能保全対策工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成30年9月18日

鋼杭工　１６本

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

まで

水産振興室

平成３０年度水振補第３号

【格付】

有

常駐配置（主任技術者と兼務可）現場代理人

平成30年10月1日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成31年3月15日

防食工　５８ｍ2

契約締結の日から

地 域 ・
格 付 要 件



津市公告第１２８号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 

  平成３０年９月２１日  

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 抑留日  平成３０年９月１８日 

２ 抑留期間 平成３０年９月２７日まで 

捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

津市大園町 雑種 茶 雄 中 
９１日

以上 

首輪（ベージ

ュ） 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話 ０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所 衛生指導課 

        電話 ０５９－２２３－５１１２ 

 

 

 



津市公告第１２９号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 

  平成３０年９月２７日  

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 抑留日  平成３０年９月１９日 

２ 抑留期間 平成３０年１０月１日まで 

捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

津市須ヶ瀬町 紀州犬 白 雄 中 
９１日

以上 
 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話 ０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所 衛生指導課 

        電話 ０５９－２２３－５１１２ 

 

 

 



津市公告第１３０号 

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３６条第２項の規定に基づく負傷動物の収容について通知があり

ましたので公告します。 

  平成３０年９月２７日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 収容日  平成３０年９月２０日 

２ 収容期間 平成３０年９月２８日まで 

収容した場所 動物種及び種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

津市高茶屋三丁目 猫（雑種） 三毛 メス 中 
９１日 

以上 
 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課 

       電話 ０５９－２２９－３２８２ 

       三重県津保健所 衛生指導課  

       電話 ０５９－２２３－５１１２ 

 

 

 



津市公告第１３１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成３０年９月２８日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  平成３０年９月２６日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市高茶屋小森町字竹縄１４４番１ほか１７０筆（第２工区） 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

  イオンモール株式会社 

  代表取締役 吉田 昭夫 



津市教育委員会告示第１２号 

 教育委員会を次のとおり招集する。 

  平成３０年９月１９日 

 

      津市教育委員会教育長 倉 田 幸 則   

 

１ 招集の日時  

平成３０年９月２５日（火） 午後４時から 

２ 招集の場所  

津市教育委員会庁舎 ４階教育委員会室 

３ 会議の事件  

⑴ 平成３０年度津市教育功労者表彰について 

⑵ 津市社会教育委員の辞任について 

⑶ 津市社会教育委員の委嘱について 

⑷ 津市青少年問題協議会委員の委嘱について 
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